
 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－１） 

ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９ 

 

        第一級海上無線通信士 

        第二級海上無線通信士 「法規」試験問題 

        第三級海上無線通信士   

２０問 ２時間３０分 

 

 

 

 

 

Ａ－１ 海上移動業務の無線局の免許に関する次の記述のうち、電波法（第１３条）、電波法施行規則（第７条及び第８条）及び無

線局免許手続規則（第１８条及び第１９条）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下

の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

１ 免許の有効期間は、免許の日から起算して５年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げな

い。 
 

２ 義務船舶局の免許の有効期間は、無期限とする。 
 

３ 海岸局及び船舶局（義務船舶局を除く。）の免許の有効期間は、５年とする。ただし、海岸局にあっては、同一の種別に

属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるもの

とし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、前段にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当

該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。 
 

４ 海岸局及び船舶局（義務船舶局を除く。）の再免許の申請は、免許の有効期間満了前３箇月以上６箇月を超えない期間に

おいて行わなければならない。（注） 

注 無線局免許手続規則第１８条（申請の期間）第１項ただし書、同条第２項及び第３項において定める場合を除く。 
 

５ 総務大臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）は、電波法第７条（申請の審査）の規定により再免許の申

請を審査した結果、その申請が同条第１項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲

げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 

    (1) 電波の型式及び周波数  (2) 識別信号  (3) 空中線電力  (4) 運用義務時間 

 

 

 

 

 

Ａ－２ 海上移動業務の無線局の免許後の変更手続きに関する次の記述のうち、電波法（第１７条から第１９条）の規定に照らし、

これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

   １ 電波法第１７条（変更等の許可等）第１項の規定により、無線局の通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場

所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同

項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、当該無線局の無線設備を運用してはならない。ただし、総務

省令で定める場合は、この限りでない。 
 

２ 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事

をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない（注）。ただし、無線設備の変更の工事であ

って、総務省令で定める軽微な事項のものについては、この限りでない。 
      注 海上移動業務の無線局が基幹放送をすることとすることを内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 
 

   ３ 無線設備の変更の工事は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法

第７条（申請の審査）第１項第１号の技術基準（第３章（無線設備）に定めるものに限る。）に合致するものでなければな

らない。 
 
   ４ 総務大臣は、免許人が電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特

に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。 

 

 

 

 

 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－２） 

 

 

 

Ａ－３ 一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則（第１０条）の規定に照らし、この規定

に定めるところに適合しないものはどれか。下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

１ 無線通信は、効率よく迅速に行うものとし、できる限り短時間に終了させなければならない。 

２ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。 

３ 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。 

４ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。 

５ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。 

 

 

 

Ａ－４ 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に関する次の記述のうち、無線設備規則（第４８条）の規定に照らし、

この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

   １ その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であって重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によってその運用が

妨げられるおそれのないように設置されるものであること。 
 
   ２ 電源投入後、５分以内に完全動作状態にすることができるものであり、また、その状態から送信準備状態にすることが

でき、かつ、送信準備状態から３０秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。 
 

３ 指示器は、表示面における不要な表示であって雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少さ

せる装置を有すること。 
 
   ４ 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするための

つまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。 
 
   ５ 指示器は、船首方向を表示することができること（極座標による表示方式のものの場合に限る。）。 

 

 

 

Ａ－５ 海上移動業務の無線局の無線従事者に関する次の記述のうち、電波法（第３９条及び第７９条）及び電波法施行規則  

（第３６条及び第３８条）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の１から５までの

うちから一つ選べ。 

 

   １ 電波法第４０条（無線従事者の資格）の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者（注）以外の

者は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者として選任された者であって、その選任の届出がされたものにより監督を

受けなければ、モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を行ってはならない。 

        注 義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作については、船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者 
 

２ 無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければなら

ない。 
 
   ３ 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を

取り消し、又は３箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 
 

４ 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その船舶局

無線従事者証明を取り消し、又は３箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 
 
   ５ 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証（電波法第３９条又は第５０条の規定により船舶局無線従事者

証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書）を携帯していなければならない。 

 

 

 

Ａ－６ 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法（第２８

条及び第７２条）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の１から４までのうちから

一つ選べ。 

 

   １ 総務大臣が無線局の発射する電波の周波数の幅が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 
 
   ２ 総務大臣が無線局の発射する電波の高調波の強度等が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 
 
   ３ 総務大臣が無線局の発射する電波の周波数の偏差が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 
 
   ４ 総務大臣が無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－３） 

 

 

 

 

 

Ａ－７ 次の記述は、海上移動業務の無線局における電波を発射する前の措置について述べたものである。無線局運用規則（第 

   １９条の２）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

   ① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、 Ａ  に調整し、自局の発射しようとする 

     Ｂ  によって聴守し、 Ｃ  を確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第７４

条（非常の場合の無線通信）第１項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。 

   ② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、 Ｄ  でなければ呼出しをしてはならない。 

 

     Ａ             Ｂ           Ｃ           Ｄ 

   １ 受信機を最良の感度     電波の周波数      他の通信が行われて   少なくとも１０分間経過した後 

                               いないこと 
 

２ 受信機を最良の感度     電波の周波数その他   他の通信に混信を    その通信が終了した後 

必要と認める周波数   与えないこと 
    

３ 送信機を通常の動作状態   電波の周波数その他   他の通信が行われて   少なくとも１０分間経過した後 

                   必要と認める周波数   いないこと 
    

４ 送信機を通常の動作状態   電波の周波数      他の通信に混信を    その通信が終了した後 

                               与えないこと 

 

 

 

 

Ａ－８ 次の記述は、遭難通信が終了したときの狭帯域直接印刷電信装置による一般通信の再開の通知について述べたものである。

無線局運用規則（第８９条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちか

ら一つ選べ。 

 

遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の(1)から(8)までに掲げ

る事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。 

(1)  Ａ          １回 

(2)  Ｂ          １回 

(3) ＤＥ        １回 

(4) 自局の識別信号   Ｃ  

(5) 遭難通信の終了時刻 １回 

(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 １回 

(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 １回 

(8)  Ｄ        １回 

 

  Ａ        Ｂ        Ｃ    Ｄ 

１ ＣＱ       ＭＡＹＤＡＹ   １回   ＰＲＵ ＤＯＮＣＥ 

２ ＭＡＹＤＡＹ   ＣＱ       １回   ＳＩＬＥＮＣＥ ＦＩＮＩ 

３ ＭＡＹＤＡＹ   ＣＱ       ３回   ＰＲＵ ＤＯＮＣＥ 

４ ＣＱ       ＭＡＹＤＡＹ   ３回   ＳＩＬＥＮＣＥ ＦＩＮＩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－４） 

 

Ａ－９ 次の記述は、船舶自動識別装置の常時動作について述べたものである。無線局運用規則（第４０条の２）の規定に照らし、 

    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から 4 までのうちから一つ選べ。 

 

船舶局（電波法施行規則第２８条（義務船舶局の無線設備の機器）第１項の規定により船舶自動識別装置を備えなければ

ならない義務船舶局に限る。）は、当該  Ａ  常時、船舶自動識別装置を動作させなければならない。ただし、次の(1)又

は(2)のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。  

(1) 航行情報の保護を規定する  Ｂ  がある場合  

(2)  Ｃ  が当該船舶の安全の確保に関し、 Ｄ  を秘匿する必要があると特に認める場合  

 

Ａ              Ｂ                Ｃ          Ｄ 
 

１ 船舶局の運用許容時間中    国内法令                          船舶の責任者     船舶の位置情報 
 

２ 船舶局の運用許容時間中    国際的な取決め、規則又は基準   船舶局の免許人    航海情報 
 

３ 船舶局のある船舶の航行中   国内法令                          船舶局の免許人    船舶の位置情報 
 

４ 船舶局のある船舶の航行中   国際的な取決め、規則又は基準   船舶の責任者     航海情報 

 

 

 

Ａ－10 遭難通信の宰領に関する次の記述のうち、無線局運用規則（第８３条及び第８５条）の規定に照らし、これらの規定に定

めるところに適合しないものはどれか。下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

１ 遭難通信の宰領は、遭難船舶局、無線局運用規則第７８条（他の無線局の遭難警報の中継の送信等）若しくは 

第８１条の７（遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置）第６項の規定により遭難通報を送信した無線局

又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。 
 

２ 遭難自動通報局の行う遭難通信の宰領は、無線局運用規則第８３条（遭難通信の宰領）第１項の規定にかかわらず、当

該遭難自動通報局の通報を最初に受信した無線局又はこの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものと

する。 
 

   ３ 遭難警報に係る遭難通信の宰領は、無線局運用規則第８３条第１項から第３項までの規定にかかわらず、海上保安庁の

無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。 
 

   ４ 遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求

することができる。この要求は、無線電話による場合には呼出事項又は無線局運用規則第５９条（各局あて同報）第１項

第１号から第３号までに掲げる事項の次に「シーロンス メーデー」（又は「通信停止遭難」）を送信して行う方法により

行うものとする。 

 

 

 

Ａ－11 次の記述は、遭難通信責任者の配置について述べたものである。電波法（第５０条）及び電波法施行規則（第３５条の２）

の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 
 

   ① 旅客船又は総トン数３００トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者（そ

の船舶における  Ａ  に関する事項を統括管理する者をいう。）として、総務省令で定める無線従事者であって、 

 Ｂ  を受けているものを配置しなければならない。 
 
   ② ①の総務省令で定める無線従事者は、次の(1)から(3)までのいずれかの資格を有する者とする。 

    (1) 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士  (2) 第二級海上無線通信士  (3) 第三級海上無線通信士 
 
   ③ 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、②の(1)から(3)までの順序に従い、できるだけ 

 Ｃ  とする。  

   ④  Ｄ  は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局

に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わってその職務を行う者を指名することができる。 
 

     Ａ           Ｂ            Ｃ                         Ｄ 
 

１ 遭難通信、緊急通信   船舶局無線従事者証明   上位の資格を有する者    船舶の責任者 

及び安全通信  

   ２ 遭難通信        主任無線従事者講習    上位の資格を有する者    船舶局の免許人 

３ 遭難通信        主任無線従事者講習    長い業務経歴を有する者   船舶の責任者 

   ４ 遭難通信、緊急通信   船舶局無線従事者証明   長い業務経歴を有する者   船舶局の免許人 

及び安全通信 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－５） 

 

 

 

 

Ａ－12 次の記述は、遭難通信及び緊急通信について述べたものである。電波法（第６６条及び第６７条）及び無線局運用規則（第

９３条）の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。 

 

   ① 海岸局等（注）は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難して

いる船舶又は航空機を救助するため  Ａ  に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善

の措置をとらなければならない。 

        注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。以下同じ。 

   ② 無線局は、遭難信号又は電波法第５２条（目的外使用の禁止等）第１号の総務省令で定める方法により行われる無線通

信を受信したときは、 Ｂ  の発射を直ちに中止しなければならない。 

   ③ 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもって、緊急通信を取り扱わなければならない。 

   ④ 海岸局等は、緊急信号又は電波法第５２条（目的外使用の禁止等）第２号の総務省令で定める方法により行われる無線

通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が  Ｃ  （モールス無線電信又は無線電話による緊急信

号を受信した場合には、 Ｄ  ）継続してその緊急通信を受信しなければならない。 

 

     Ａ               Ｂ           Ｃ             Ｄ 

   １ 通信可能の範囲内にある     遭難通信を妨害する   終了するまでの間      少なくとも５分間 

     すべての無線局         おそれのある電波 
 
   ２ 通信可能の範囲内にある     すべての電波      自局に関係のないことを   少なくとも５分間 

     すべての無線局                     確認するまでの間 
 
   ３ 最も便宜な位置にある無線局   遭難通信を妨害する   自局に関係のないことを   少なくとも３分間 

                     おそれのある電波    確認するまでの間 
 
   ４ 最も便宜な位置にある無線局   すべての電波      終了するまでの間      少なくとも３分間 

 

 

 

 

 

 

Ａ－13 遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する次の記述のうち、無線通信規則（第３２条及び第３３条）の規定に照らし、こ

れらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

   １ 遭難警報は、地上無線通信に使用する周波数帯において、遭難呼出フォーマットを使用するデジタル選択呼出し（ＤＳ

Ｃ）又は宇宙局を経由して中継される遭難通報フォーマットをいう。 
 

   ２ 遭難警報又は遭難呼出しの送信は、移動体又は人が重大で急迫な危険にさらされており、かつ即時の救助を求めている

ことを示す。 
 

   ３ 緊急呼出フォーマット及び緊急信号は、呼出局が移動体又は人の安全に関して送信すべき非常に緊急な通報を有してい

ることを示す。 
 

   ４ 安全呼出フォーマット又は安全信号は、呼出局が送信すべき重要な航行警報又は気象警報を有していることを示す。 
 

   ５ 遭難警報若しくは遭難呼出し及びこれに続く遭難通報、緊急呼出フォーマット若しくは緊急信号又は安全呼出フォーマ

ット若しくは安全信号は、移動局又は移動地球局を有する船舶、航空機又はその他の移動体の責任者の権限に基づいての

み送信されなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－６） 

 
 
 

 

Ａ－14 次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計等について述べたものである。電波法施行規則（第３８条の３）の

規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 

    内には、同じ字句が入るものとする。 

  

① 電波法第６０条（時計、業務書類等の備付け）の規定により無線局に備え付けなければならない  Ａ  又は電波法施

行規則第３８条（備付けを要する業務書類）に規定する書類であって、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか

又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所（登録局にあっては、 Ｂ  ）に備え付けておくことが

できる。  

② ①の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、 Ｃ  一の無線局に備

え付けたものを共用することができる。  

③ ②は、２以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、 Ａ  又は電

波法施行規則第３８条に規定する書類（以下「時計等」という。）について準用する。  

④ 同一の船舶又は航空機を設置場所とする２以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であ

って総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用

することができる。  

⑤ ①から④までの無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。  

 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ 無線業務日誌 登録人の住所 同一の免許人又は登録人に属する 

２ 無線業務日誌 送信設備の設置場所 総務大臣があらかじめ指定した 

３ 無線局管理規程 登録人の住所 総務大臣があらかじめ指定した 

４ 無線局管理規程     送信設備の設置場所 同一の免許人又は登録人に属する 

 

 

 

 

Ａ－15 次の記述は、局の検査について述べたものである。無線通信規則（第４９条）の規定に照らし、    内に入れるべき最

も適切な字句の組合せを下の１から５までのうちから一つ選べ。 

 

① 船舶局又は船舶地球局が寄航する国の政府又は権限のある主管庁は、検査のため、許可書の提示を要求することができ

る。 Ａ  は、この検査が容易となるようにしなければならない。許可書は、要求に際して提示することができるように

保留していなければならない。許可書又は、これを発給した当局の証明が付された副本を、できる限り、常に局内に掲示

しておくものとする。 
 
② 検査職員は、権限のある当局が交付した  Ｂ  を所持しなければならず、船舶局若しくは船舶地球局を有する船舶、

その他移動体の指揮者又は責任者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
 
③ 許可書が  Ｃ  は、政府又は主管庁は、無線設備が無線通信規則によって課される条件に適合していることを自ら確

認するため、その設備を検査することができる。 
 
④ さらに、検査職員は、通信士の証明書の提示を請求する権限を有する。ただし、職務上の  Ｄ  の証明を要求するこ

とはできない。 

 

Ａ Ｂ        Ｃ                         Ｄ 
 

１ 船舶の指揮者又は責任者   証票       提示されないとき又は明白な違反が認められるとき   知識 
 

２ 船舶の指揮者又は責任者   証票       提示されないとき又は明白な違反が認められるとき   技能 
 

３ 局の通信士又は責任者    証票又は記章   提示されないとき                  技能 
 

４ 局の通信士又は責任者    証票       提示されないとき                  技能 
 

５ 局の通信士又は責任者    証票又は記章   提示されないとき又は明白な違反が認められるとき   知識 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－７） 

 

 

 

 

Ｂ－１ 次の記述は、無線局の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法（第２２条から

第２４条まで、第７８条及び第１１３条）及び電波法施行規則（第４２条の４）の規定に照らし、    内に入れるべき最

も適切な字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。 

 

   ① 免許人（包括免許人を除く。以下同じ。）は、その無線局を廃止するときは、 ア  ならない。 

   ② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。 

   ③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、 イ  にその免許状を  ウ  しなければならない。 

   ④ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波

の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

   ⑤ ④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、船舶局の衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用

レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置については、 エ  とする。 

   ⑥ ④に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、 オ  に処する。 

 

   １ その旨を総務大臣に届け出なければ    ２ 総務大臣の許可を受けなければ    ３ １箇月以内 

   ４ ３箇月以内               ５ 廃棄                ６ 返納 

   ７ 送信機を撤去すること              ８ 電池を取り外すこと         ９ ３０万円以下の罰金 

  １０ １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金     

 

 

 

 

 

Ｂ－２ 電波の型式の記号表示と電波の型式に関する次の記述のうち、電波法施行規則（第４条の２）の規定に照らし、この規定

に定めるところに適合するものを１、適合しないものを２として解答せよ。 
 

      区分 

記号 

電波の型式 

の 記 号 

電 波 の 型 式 

主搬送波の変調の型式 主搬送波を変調する信号の性質 伝送情報の型式 

ア Ｆ２Ｂ 
角度変調であって位相変

調 

デジタル信号である単一チャネルのもの

であって、変調のための副搬送波を使用

しないもの 

電信（聴覚受信を目的とする

もの） 

イ Ｇ１Ｄ 
角度変調であって周波数

変調 

デジタル信号である単一チャネルのもの

であって、変調のための副搬送波を使用

するもの 

データ伝送、遠隔測定又は遠

隔指令 

ウ Ｊ３Ｅ 
振幅変調であって全搬送

波による単側波帯 

アナログ信号である２以上のチャネルの

もの 
電話（音響の放送を含む。） 

エ Ｐ０Ｎ 
パルス変調であって無変

調パルス列 
変調信号のないもの 無情報 

オ Ｑ７Ｗ 

パルス変調であって変調

パルス列（パルスの期間中

に搬送波を角度変調する

もの） 

デジタル信号である２以上のチャネルの

もの 

次の①から⑥までの型式の

組合せのもの 

①無情報 

②電信 

③ファクシミリ 

④データ伝送、遠隔測定又は

遠隔指令 

⑤電話（音響の放送を含む。） 

⑥テレビジョン（映像に限

る。） 

 

 

 

 

 



 

    （ＸＹ／ＹＹ／ＺＹ５０９－８） 

 

Ｂ－３ 次の記述は、義務船舶局の無線設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則（第３８条の４）及び無線局

運用規則（第６条から第８条の２まで）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを１、適合しないも

のを２として解答せよ。 

 

   ア デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日１回以上、当該受信機の試験

機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。 

イ 双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日１回以上当該無線設備の試験機能を用いて、

その機能を確かめておかなければならない。 

   ウ 義務船舶局においては、無線局運用規則第６条（義務船舶局等の無線設備の機能試験）及び第７条（双方向無線電話の

機能試験）の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶局の免許人に通知し

なければならない。 

   エ 船舶局の遭難自動通報設備については、１年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確か

めておかなければならない。 

   オ 遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、無線局運用規則第８条の２の規定により当該設備の機能試験をしたとき

は、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から２年間、これを保存しなければならない。 

 

 

 

Ｂ－４ 次の記述は、安全通報の送信について述べたものである。無線局運用規則（第９４条の２）の規定に照らし、    内に

入れるべき最も適切な字句を下の１から１０までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の     内には、同じ字

句が入るものとする。 

 

① デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して 

 ア  を行うものとする。 

②  ア  は、電波法施行規則第３６条の２（遭難通信等）第３項第１号に定める方法により行うものとする。 

③ ①により  ア  を行った無線局は、これに引き続いて、次の(1)又は(2)に掲げる  イ  を前置して安全通報を送信

するものとする。 

(1) 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあっては、「  ウ  」 

(2) 無線電話による場合にあっては、「  エ  」又は「警報」の３回の反復 

④ 狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、③の(1)の  イ  の次に  オ  を前置しなければなら

ない。 

 

１ 安全呼出し      ２ 安全通報の告知   ３ 安全信号    ４ 警急信号 

５ ＳＥＣＵＲＩＴＥ   ６ ＰＡＮ ＰＡＮ   ７ パン パン   ８ セキュリテ 

９ 自局の識別表示   １０ 通報の種類 

 

 

 

Ｂ－５ 次の記述は、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度（ＧＭＤＳＳ）における遭難通信について述べたものであ

る。無線通信規則（第３２条）の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを１、適合しないものを２として

解答せよ。 

 

   ア 遭難警報は、一般通信チャネルにおいて可能な限りの優先順位をもって、若しくは地球から宇宙向けの衛星ＥＰＩＲＢ

用に留保した専用の遭難及び安全のための周波数のいずれかによって衛星経由で送信され、又はデジタル選択呼出しのた

めＭＦ、ＨＦ及びＶＨＦ帯において定められた遭難及び安全のための周波数で送信されなければならない。 

   イ 遭難警報若しくは遭難呼出し及びこれに続く通報は、移動局若しくは移動地球局を有する船舶、航空機又はその他の移

動体の責任者の権限に基づいてのみ送信されなければならない。 

   ウ ＭＦ、ＨＦ及びＶＨＦ帯の遭難及び安全のための周波数で送信される遭難警報又は遭難呼出しを受信するすべての局は、

遭難通信に混信を生じさせるおそれのあるいかなる伝送をも直ちに中止し、引き続いて行われる遭難通信に備えなければ

ならない。 

   エ 遭難警報又は遭難呼出しの送信は、移動体又は人が重大で急迫な危険にさらされており、又は危険にさらされるおそれ

があり、かつ即時の救助を求めていることを示す。 

オ 遭難警報又は遭難呼出しを受信した船舶局又は船舶地球局は、できる限り速やかに、船舶の指揮者又は責任者にその遭

難警報の内容を通報しなければならない。 

 


